
奈
良
県
告
示
第
四
百
二
十
一
号

奈
良
県
希
少
野
生
動
植
物
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
一
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
号
）

第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
希
少
野
生
動
植
物
ツ
ク
シ
ガ
ヤ
保
護
管
理
事
業
計
画
を
定
め

た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
概
要
を
告
示
し
、
当
該
保
護
管
理
事
業
計
画
を
奈
良
県
く

ら
し
創
造
部
景
観
・
環
境
局
自
然
環
境
課
に
お
い
て
一
般
の
閲
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
六
年
三
月
二
十
八
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

対
象
と
す
る
種

ツ
ク
シ
ガ
ヤ
（
イ
ネ
科
）

二

事
業
の
目
標

生
育
地
の
環
境
改
善
等
に
よ
り
絶
滅
を
回
避
す
る
と
と
も
に
、
種
子
保
存
、
栽
培
増
殖
等
の
生
息

域
外
保
全
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
絶
滅
リ
ス
ク
を
低
減
し
、
さ
ら
に
は
、
県
民
等
と
の
協
働
に
よ

る
保
全
活
動
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

三

事
業
を
行
う
区
域

県
内
の
本
種
の
生
育
す
る
地
域
又
は
生
育
の
可
能
性
が
あ
る
地
域
（
主
と
し
て
奈
良
盆
地
東
縁
丘

陵
付
近
及
び
大
和
川
水
系
の
河
川
）
と
す
る
。

四

事
業
の
内
容

事
業
計
画
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

１

生
育
地
の
巡
視

希
少
野
生
動
植
物
保
護
巡
視
員
又
は
希
少
野
生
動
植
物
保
護
巡
視
団
体
に
よ
る
生
育
地
の
巡
視

等
２

生
育
地
の
環
境
改
善

周
囲
木
の
伐
採
に
よ
る
生
育
地
の
日
照
条
件
の
改
善
等

３

分
布
の
把
握

調
査
が
十
分
実
施
さ
れ
て
い
な
い
地
域
に
お
け
る
本
種
の
分
布
調
査
、
情
報
収
集
等

４

生
息
域
外
保
全
の
実
施

研
究
機
関
等
に
お
い
て
系
統
保
存
等
を
目
的
と
し
た
種
子
保
存
、
栽
培
増
殖
等
の
実
施

５

増
殖
個
体
の
補
植
及
び
再
導
入

系
統
保
存
さ
れ
て
い
る
増
殖
個
体
の
補
植
及
び
再
導
入
に
よ
る
本
県
個
体
群
の
再
構
築
及
び
生

育
地
再
生
の
検
討



６

啓
発
・
協
働
活
動

地
域
住
民
等
を
対
象
と
し
た
学
習
会
の
開
催
及
び
地
域
の
学
校
、
企
業
等
と
の
協
働
活
動
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